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次世代育成支援対策推進法の概要
次世代育成支援対策推進法（平成17年4月から10年間の時限立法）

地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ、
10年間の集中的・計画的な取組を推進

地方公共団体行動計画の策定

①市町村行動計画

②都道府県行動計画

→地域住民の意見の反映、計画の
内容・実施状況の公表 等

事業主行動計画の策定
①一般事業主行動計画（企業等）

→大企業（３０１人以上）：義務
中小企業（３００人以下）：努力義務
一定の基準を満たした企業を認定

②特定事業主行動計画（国・地方公共団体
等）
→策定・公表

次世代育成支援対策地域協議会

・都道府県、市町村、事業主、社会福
祉・教育関係者等が組織

次世代育成支援対策推進センター

・事業主団体等による情報提供、相談等
の実施

施策・取組への協力等
策定支援等

行動計画策定指針
○国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。
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次世代法に基づく行動計画策定の現状

行動計画策定指針に基づき、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定

都道府県・市町村

○ 地域における子育て支援や母性、乳幼児の
健康の確保・増進、教育環境の整備等を内
容とする行動計画（5か年）の策定

○ 子育て支援に関連する14の事業をはじめと
して、できるだけ具体的な目標を掲げることを
推奨

一般事業主（企業）
○ 仕事と子育ての両立支援のための雇用
環境の整備、働き方の見直しに資する労
働条件の整備等を内容とする行動計画
（概ね2～5か年）の策定

○ 行動計画を策定、実行し、一定の要件を
満たした企業については、厚生労働大臣
が認定

行動計画の策定状況（18年10月現在）
都道府県 ：全都道府県で策定済み
市 町 村 ：全市町村で策定済み

行動計画の策定状況（19年12月末現在）
大 企 業 ：98.3%（13,216社）が策定届出
（従業員301人以上 ― 策定が義務付け）

中小企業 ：9,693社が策定届出
（従業員300人以下 ― 策定が努力義務）

認定状況（19年12月末現在）
認定企業：403社（301人以上371社、

300人以下32社）

特定事業主（国、都道府県、市区町村）

○ 職員の仕事と子育ての両立支援のための行
動計画（概ね5か年）の策定

○ 目標達成の努力義務

行動計画の策定状況（18年10月現在）
国の機関：全機関で策定済み 都道府県：全都道府県で策定済み
市区町村：約８９％の市区町村において策定済み
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地方公共団体の行動計画の推進

通常保育事業（保育所定員数）

放課後児童クラブ事業（クラブ数）

205万人

15,184か所

221万人

17,509か所

平成17年4月

平成17年5月

平成21年4月

平成21年度

215万人

17,500か所

延長保育事業（保育所数）

休日保育事業（保育所数）

夜間保育事業（保育所数）

12,954か所
607か所

64か所（17年4月）

16,630か所
1,978か所
157か所

16,200か所
2,200か所
140か所

一時・特定保育事業（保育所数）

ショートステイ事業（施設数）

トワイライトステイ事業（施設数）

病後児保育事業（施設数）

5,534か所
364か所
134か所

496か所（派遣型含む）

10,182か所
838か所
585か所

1,422か所（派遣型含む）

9,500か所
870か所
560か所

1,500か所

子育て拠点の設置
・地域子育て支援センター（施設数）

・つどいの広場（か所数）

ファミリー・サポート・センター（か所数）

2,936か所
2,782か所
154か所
344か所

6,432か所
4,570か所
1,862か所
819か所

6,000か所
4,400か所
1,600か所
710か所

○ 市町村及び都道府県は、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定、公表。（平成
18年10月1日現在で、すべての市町村が行動計画を策定）

○ 策定された行動計画を集計すると、以下のような子育て支援事業の拡充が盛り込まれている。
子ども・子育て応援
プランの目標値

平成16年度実績（国庫補助事業） 平成21年度


